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Ⅰ 検討事項 

情報通信審議会諮問第 2047 号「放送法第 20 条の３第１項に規定する配信用設備に係る 

技術的条件」のうち「必要的配信業務に用いる配信用設備の技術的条件」について検討

を行い、本報告を取りまとめた。 

 

Ⅱ 委員会及び作業班の構成 

放送システム委員会の構成員は、別表１のとおり。 

なお、検討の促進を図るため、委員会の下に NHK 配信用設備作業班を設置し、検討を行

うこととした。作業班の構成員は、別表２のとおり。 

 

Ⅲ 検討経過 

１ 委員会での検討 

・第 81回委員会（令和６年７月 29日） 

検討内容、検討項目及び検討スケジュール等について検討を行った。また、検討の促

進を図るため、作業班を設置して検討を行うこととした。 

 

・第 83回委員会（令和６年 11月 28 日） 

作業班の報告を受けて、放送システム委員会報告（案）について検討を行った。また、

当該報告（案）について令和６年 11月 29 日から令和７年１月６日までの間、パブリッ

クコメントを行うこととした。（P） 

 

・第 回委員会（令和 年 月 日） 

 

２ 作業班での検討 

・第１回作業班（令和６年９月 13日） 

作業班の設置に伴い、検討内容、検討項目及び検討スケジュールを確認した。また、

NHK における配信業務の現状及び現行の放送設備に係る技術基準について構成員（NHK）

及び事務局から聴取を行うとともに、配信用設備に係る技術的条件の方向性について検

討を行った。 

 

・第２回作業班（令和６年９月 27日） 

配信サービスに関する現状について、構成員（NHK、radiko、アカマイ、JOCDN）から

聴取を行うとともに、配信用設備に係る技術的条件（案）について検討を行った。 

 

・第３回作業班（令和６年 10月 15 日） 

配信サービスに関する現状について、構成員（NHK、IIJ、インフォシティ、TVer）か

ら聴取を行うとともに、配信用設備に係る技術的条件（案）について検討を行った。 

 



ii 

・第４回作業班（令和６年 11月１日） 

これまでの検討を踏まえ、作業班報告（案）について検討を行った。 

 

・第５回作業班（令和６年 11月 12～15 日）＜メール審議＞ 

作業班報告を取りまとめた。 

 

Ⅳ 検討概要 

別紙のとおり。 

 

Ⅴ 検討結果 

「放送法第 20 条の３第１項に規定する配信用設備に係る技術的条件」のうち「必要的

配信業務に用いる配信用設備の技術的条件」について、別添のとおり答申（案）を取りま

とめた。 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 

放送システム委員会 構成員 

 

（敬称略） 

氏名 主要現職 

主査 

委員 
伊 丹  誠 東京理科大学 先進工学部 電子システム工学科 教授 

主査代理 

専門委員 
甲 藤  二 郎 早稲田大学 基幹理工学部 教授 

委員 高 田  潤 一 東京科学大学 執行役副学長（国際担当） 

専門委員 雨 宮  明 一般社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会 筆頭副理事長 

〃 井家上  哲史 明治大学 理工学部 教授 

〃 岩 崎  裕 江 
東京農工大学大学院 工学研究院 先端情報科学部門 教授／

東北大学 タフ・サイバーフィジカルＡＩ研究センター 特任教授 

〃 上 園  一 知 一般社団法人日本ケーブルラボ 技術部 主任研究員 

〃 大 槻  知 明 慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 教授 

〃 児 玉  俊 介 一般社団法人電波産業会 専務理事 

〃 後 藤  薫 
国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所 

電磁波標準研究センター 電磁環境研究室 室長 

〃 関根  かをり 明治大学 理工学部 教授 

〃 丹  康 雄 
北陸先端科学技術大学院大学 副学長（リカレント教育担当） 

・先端科学技術研究科 教授 

〃 豊 嶋  守 生 
国立研究開発法人情報通信研究機構 ネットワーク研究所 

ワイヤレスネットワーク研究センター 研究センター長 

〃 山 田  孝 子 関西学院大学 副学長（教務機構長）総合政策学部 教授 

 

  

別表１ 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委員会 

NHK 配信用設備作業班 構成員 

 

（敬称略） 

氏名 主要現職 

主 任 江 﨑  浩 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

主任代理 丹  康 雄 北陸先端科学技術大学院大学 副学長・教授 

 安 部  隆 文 
東芝インフラシステムズ株式会社 社会システム事業部  

放送・ネットワークシステム部 放送システム機器設計担当 エキスパート 

 阿 部  豊 子 
日本電気株式会社 メディア統括部 第二メディアグループ 

シニアプロフェッショナル 

 伊 藤  崇 アカマイ・テクノロジーズ合同会社 シニアプロダクトマネージャー 

 岩 浪  剛 太 株式会社インフォシティ 代表取締役 

 上 園  一 知 一般社団法人 日本ケーブルラボ 技術部 主任研究員 

 上 原  道 宏 一般社団法人 ICT-ISAC 事務局次長 

 岡  淳 一 
株式会社インターネットイニシアティブ  

ネットワーク本部コンテンツ配信サービス部 部長 

 掛 原  雅 行 株式会社ｒａｄｉｋｏ 配信技術室長 

 甲 藤  二 郎 早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 教授 

 クロサカ タツヤ 慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任准教授 

 杉 森  克 幸 日本放送協会 技術局 専任局長 

 関 谷  勇 司 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

 福 田  一 則 JOCDN 株式会社 執行役員 

 藤 本  正 樹 
株式会社ＮＴＴドコモ ネットワーク本部 ネットワーク部  

技術企画部門 担当部長 

 穗 坂  怜 株式会社ＴＶｅｒ 執行役員 サービスプロダクト本部長 

 矢 島  一 巨 
ＫＤＤＩ株式会社 コア技術統括本部 技術企画本部 

ネットワーク企画部長 

別表２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討概要 
（作業班報告の検討概要を添付） 
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